
 

 

パーソナルコンピュータ賃貸借仕様書 

 

１ 目的 

データ等処理事務に利用する、インターネット等と接続しないパーソナルコンピュー

タの導入及び保守を行う。 

２ 賃貸借期間 

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで（地方自治法の規定に基づく長期継

続契約とする。） 

３ 納入場所 

和歌山市七番丁１７番地 朝日ビルディング２階 人事委員会事務局 

４ 設置場所 

和歌山市七番丁１７番地 朝日ビルディング２階 人事委員会事務局 

５ 機器構成仕様 

別紙１のとおり 

６ 納入、設置及び撤去 

① 機器については、納入期日（令和８年４月１日午前８時３０分）までに納入場所

へ納入し、かつ稼働しうる状態にセットアップ及び動作検証を完了すること。 

② 機器の設置及び配線、接続作業（電源・ネットワーク配線、接続作業を含む。）

を行うこと。 

③ ソフトウェア及び別途指示するソフトウェアのインストール作業を行い、正常に

稼働することを確認すること。 

④ 既設周辺機器のドライバーのインストール作業を行い、既設周辺機器の使用を可

能な状態にすること。 

⑤ 機器の納入の際に、本市職員へ操作方法等の説明を行うこと。 

⑥ 設置場所を変更した場合においても、本市の故意または重大な過失によらない動

作不良等については、修復及び動作検証等をすること。 

⑦ 賃貸借期間の終了時には、設置した機器等を撤去し適法に処分すること。なお、

処分するものに個人情報が含まれていた場合は、確実に廃棄を行い、その旨を文

書にて報告すること。 

７ 留意点 

仕様書に記載の条件等を満たすため、必要な費用は全て賃貸借料に含んでおくこと。 

８ 疑義の質問について 

入札者は、見積期間中に、仕様書等において疑義のある場合は、関係職員の説明を求

めることができる。質問事項は文書で担当課長あて提出すること。 

締切日は入札日（入札日は含まない。）より５日前（ただし、締切日が土曜日及び日

曜日並びに国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日にな

る場合はその前日とする。）の１７時までとする。 

なお、質問事項の回答については、質問者に文書にて回答するとともに、和歌山市ホ

ームページ入札・契約情報画面において公開するものとする。 



別紙１

パソコン本体 内容 数量

機種 現行のカタログに掲載されているビジネスモデルであること。納入端末全台が同一機種であること。

パソコン筐体
３辺サイズ（折りたたみ時）の合計が60ｃｍ以上69ｃｍ以内のノート型であること。

ケース及びバッテリーを装着した本体が2.0kg以下であること。

キーボード Bluetooth接続でないJIS配列標準又はJIS配列に準拠したテンキー付き日本語キーボードであること。

ＣＰＵ インテル社製　core i5相当以上の性能を有すること。

メインメモリ
今回導入する端末で正常に動作するメモリを8GB以上搭載すること。

また、8GB搭載時に空きスロット数を１つ確保すること。

モニタ 内蔵 TFTカラーLED液晶14～16型。解像度1920×1080以上。

ストレージ 512GB以上（リカバリ領域がある場合はリカバリ領域を含み512GB以上）の内蔵ハードディスクを搭載すること。

音声接続端子 ヘッドフォン端子を有すること。

ＵＳＢ USB2.0（もしくは3.0）準拠のポートを３つ以上搭載すること。USB3.0準拠のポートを１つ以上搭載すること。

ＬＡＮ機能 1000BASE-T/100BASE-TX に対応するRJ45インターフェイスを搭載すること。

無線ＬＡＮ機能 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac以上を搭載すること。

電源 ACアダプタ添付及び内蔵バッテリを搭載していること。

環境配慮事項 省エネ法に基づくエネルギー消費効率（2022年度基準）がAAランク以上であること。

ソフトウェア 製品名 数量

ＯＳ Microsoft Windows 1１ Pro相当（上記ハードウェアにプレインストールされていること）

ワープロ、表計算等

Office2024単体製品のうち、Word、Excel、PowerPoint（納入時点でアクティベーションされていること。）

Microsoft Edge 最新版、Windows Media Player 最新版、 Adobe reader 最新版。それぞれ最新パッチをあてること。

納入時点で、最新のアップデートが適用されていること。また、日本語版であること。

インストール及び設定(アクティベーションを含む)のうえ納入すること。

※インターネット接続を行わないため、バージョンは納品時の状態のままとなる。

付属品等 内容 数量

ACアダプタ 上記ハードウェアに付属するACアダプタを添付すること。 4

マウス USB接続の光学マウス。スクロール機能を有し、納入するパソコンに接続して正常に動作すること。 4

無線LANルーター

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac以上を搭載すること。

解読が困難な暗号化及び認証技術（WAP3-PSK相当以上。）を使用すること。

常時４台のパソコンと同時接続を行い、有線LANと同等の安定性及び通信速度を得られる機器を選定すること。

（無線LANルーターの設置場所はパソコンから半径２m程度を想定している。）

1

4

4



その他 内容 数量

ドライバ及び

機種標準ユーティリティ

上記ハードウェアを正常に動作させるのに必要なドライバ及び機種標準ユーティリティを全て記録したメディア（ＣＤ－Ｒ等）を添付すること。

今回導入する端末の内蔵ドライブで読込可能であること。
1

Windows１１Proへのリカバリ
上記ハードウェアを正常にリカバリできる専用リカバリメディア（Windows１１Pro版）を添付すること。

今回導入する端末の内蔵ドライブで読込可能であること。
1

保守

PC（パソコン）は、機密情報を保管し、持ち出しは一切行わない。

PCは無線LANルーターで接続する。（リース物件に含めること。）

４台中１台のPCの内蔵HDD内のデータを、全てのPCで共有できるよう設定を行うこと。

４台中１台のPCにUSB接続した外付けHDD（既設 バックアップ用）内のデータを、全てのPCで共有できるよう設定を行うこと。

４台中１台のPCにUSB接続したレーザープリンタ（既設 RICOH P6510）を、全てのPCから使用できるよう設定を行うこと。

なお、上記の既設レーザープリンタは情報系ネットワークのLANに接続しており、今回の無線LANによる接続は想定していない。

メーカーによるパーツ及び作業費用に係る無償保証が１年以上付与されること。

メーカーによる信頼できる保守サービス体制が日本国内に整備されており、保証期間中に故障等が発生した場合には、オンサイト方式又はメーカーによる引取方式のいずれ

かの方式とし、速やかに対応可能であること。（センドバック方式は認めない。）

保守作業の依頼窓口について、連絡先を事前に明示すること。

保守サポート期間が納品後５年以上あること。

接続・設定

PC

PC PC

(共有)外付けHDD

無線LANルーター

秘

共用プリンタ

（既設）

(共有)

秘

PC



 

賃貸借契約書 

 

 和歌山市（以下「甲」という。）と    （以下「乙」という。）は、パーソナルコン

ピュータ（以下「物件」という。）の賃貸借について、次のとおり契約を締結する。 

（目的） 

第１条 甲は、乙所有の物件を乙から賃借し、乙はこれを賃貸するものとする。 

２ 乙は、甲に物件の適切な操作方法を指導するものとする。 

３ 乙は、物件が常時正常な状態で稼動し得るよう保守を行うものとする。 

（対象物件及びその設置場所） 

第２条 対象物件及びその設置場所は、次のとおりとする。 

（１）対象物件 別紙明細表のとおり 

（２）設置場所 和歌山市人事委員会事務局 

（契約期間） 

第３条 契約期間は、令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までとする。 

（賃貸借料） 

第４条 賃貸借料は年額     円（うち消費税及び地方消費税に相当する額   円

を含む。）とする。 

（賃貸借料の請求） 

第５条 賃貸借料は３か月ごとに支払うものとし、乙は３か月分      円（うち消

費税及び地方消費税に相当する額   円を含む。）を、各期満了後に甲に対して請求す

るものとする。 

（賃貸借料の支払） 

第６条 甲は、乙から前条の請求を受けた日から３０日以内に賃貸借料を乙に支払わなけ

ればならない。 

２ 乙は、甲の責めに帰すべき事由により前項の規定による賃貸借料の支払が遅れた場合

は、未受領金額につき、その遅延日数に応じ、当該遅延に係る支払期限の翌日における

政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和２４年法律第２５６号）第８条第１項の

規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額（その額が１００円未満である

とき、又はその額に１００円未満の端数があるときは、その全額又はその端数金額を切

り捨てる。）の遅延損害金の支払を甲に請求することができる。 

（善管注意義務） 

第７条 甲は、物件を善良な管理者の注意をもって使用し、管理しなければならない。 

２ 乙は、物件に賃貸借物である旨の表示をしなければならない。 

３ 第１項の規定にかかわらず、乙は、甲の故意または重大な過失により物件を損傷した

ときに限り、甲に損害の賠償を請求することができる。 

（通知義務） 

案 



 

第８条 甲は、次の各号のいずれかの行為を行うときは、あらかじめ乙に通知し、その承

諾を得なければならない。 

（１）第２条第２号の設置場所を変更するとき。 

（２）物件の一部を取替え若しくは改造又は物件にほかの機械器具を取り付けるとき。 

（物件の保守） 

第９条 乙は、物件が常時正常な状態で稼働し得るよう保守を行うものとする。なお、保

守業務の内容については別紙仕様書のとおりとする。 

２ 前項の保守に関する費用は、賃貸借料に含まれるものとする。 

３ 第１項の保守を行わせるため、甲は乙が派遣する技術員等（以下「技術員」という。）

を第２条第２号の設置場所に立ち入らせるものとする。この場合、技術員は、甲に対し

技術員であることを証明する書類等を提示しなければならない。 

（料金の改定） 

第１０条 乙は、契約期間中に公租公課の増減等により賃貸借料の額が不相当となったと

きは、賃貸借料を改定しようとする日の３か月前までに、書面でその旨を通知し、甲乙

協議して、賃貸借料を改定することができる。 

（契約の解除） 

第１１条 甲は、乙が次の各号のいずれかの場合に該当するときは、本契約を解除するこ

とができる。この場合において、契約解除に伴う費用は、乙が負担する。 

（１）その責めに帰すべき理由により、契約期間中賃貸借を継続して履行せず又は履行で

きる見込みがないと明らかに認められるとき。 

（２）正当な理由がないのに、賃貸借業務に着手すべき時期を過ぎてもこれに着手しない

とき。 

（３）第１８条第１項に規定する個人情報取扱特記事項を遵守していないと認められると

き。 

（４）前各号に掲げる場合のほか、契約に違反し、契約を誠実に処理する意思がないと認

められるとき。 

２ 第３条の規定にかかわらず、甲は、令和９年度以降の甲の歳出予算において、当該賃

貸借料について減額又は削除があったときは、この契約を解除することができる。この

場合において、契約解除に伴う費用は、甲が負担する。 

３ 甲及び乙は、前２項に規定するほか必要がある場合は、甲乙協議の上、３か月前まで

に書面で通知することにより、この契約を解除することができる。 

（暴力団等排除に係る解除） 

第１２条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することが

できる。 

（１）乙の役員等（法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、

その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人



 

にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。）に次に掲げる

者がいると認められるとき。 

ア 暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号。以下「暴対法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。） 

イ 暴力団関係者（暴力団員ではないが暴対法第２条第２号に規定する暴力団（以下

「暴力団」という。）と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法

行為等を行う者をいう。以下同じ。） 

（２）乙の経営又は運営に暴力団員又は暴力団関係者（以下「暴力団員等」という。）が実

質的に関与していると認められるとき。 

（３）乙の役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営

若しくは運営に実質的に関与している法人等（法人その他の団体又は個人をいう。以

下同じ。）を利用するなどしていると認められるとき。 

（４）乙の役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しく

は運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する

など暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 

（５）乙の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を

有していると認められるとき。 

（６）乙の役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する法人等であることを知りな

がら、これを利用するなどしていると認められるとき。 

（７）乙が、暴力団又は暴力団員等から、妨害又は不当要求を受けたにもかかわらず、警

察への被害届の提出を故意又は過失により怠ったと認められるとき。 

２ 甲は、前項の規定によりこの契約を解除したときは、これによって生じた甲の損害の

賠償を乙に請求することができる。 

３ 甲は、第１項の規定によりこの契約を解除したことにより、乙に損害が生じても、そ

の責めを負わないものとする。 

（談合等不正行為に係る甲の解除） 

第１３条 乙が次の各号のいずれかに該当したとき、甲は直ちにこの契約を解除すること

ができる。ただし、その事由が甲の責めに帰すべきものによる場合は、この限りでない。 

（１）公正取引委員会が、この契約に関し、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止

及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号。以下「独占禁止法」と

いう。）第４９条に規定する排除措置命令（以下「排除措置命令」という。）を行い、

当該措置命令が確定したとき。 

（２）公正取引委員会が、この契約に関し、乙に違反行為があったとして独占禁止法第６

２条第１項の規定による課徴金の納付を命じ、当該課徴金納付命令（以下「納付命令」

という。）が確定したとき（確定した納付命令が独占禁止法第６３条第２項の規定によ

り取り消された場合を含む。）。 



 

（３）公正取引委員会が、この契約に関し、排除措置命令又は納付命令（これらの命令が

乙又は乙が構成事業者である事業者団体（以下「契約者等」という。）に対して行われ

たときは、契約者等に対する命令で確定したものをいい、契約者等に対して行われて

いないときは、各名宛人に対する命令全てが確定したものをいう。次号において同じ。）

を行った場合において、乙に独占禁止法に違反する行為の実行としての事業活動があ

ったとされたとき。 

（４）排除措置命令又は納付命令により、契約者等に独占禁止法に違反する行為があった

とされた期間及び当該違反行為の対象となった取引分野が示された場合において、こ

の契約が当該期間（これらの命令に係る事件について、乙に対する納付命令が確定し

たときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反行為の実行期間

を除く。）に入札等（見積書等の提出に基づく受注者選定を含む。）が行われたもので

あり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。 

（５）乙（乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人）がこの契約に関し行った行

為について刑法（明治４０年法律第４５号）第９６条の６若しくは第１９８条又は独

占禁止法第８９条第１項若しくは第９５条第１項第１号の規定による刑が確定したと

き。 

２ 乙は、前項各号のいずれかに該当するときは、甲がこの契約を解除するか否かを問わ

ず、賠償金として、契約金額の１０分の２に相当する額又は実際の損害額のうちいずれ

か多い額を甲に対して支払わなければならない。この契約の履行が完了した後にその事

由に該当した場合も同様とする。 

３ 甲は、第１項の規定によりこの契約を解除したことにより、乙に損害が生じても、そ

の責めを負わないものとする。 

（物件の返還） 

第１４条 甲は、賃貸借期間が満了したとき、又は前２条の規定により契約の解除があっ

たときは、物件を速やかに乙に返還しなければならない。ただし、甲乙協議により別の

定めがある場合はこの限りではない。 

２ 前項の物件の返還に要する費用は乙の負担とし、賃貸借料に含むものとする。 

３ 乙は物件の返還を受けた際は、物件に保存されている情報について、乙の負担と責任

において、電磁的記録媒体を米国国立標準技術研究所（NIST）の SP800-88Rev.1に定義

されている Purge（除去）に相当するデータ消去を行わなければならない。電磁的記録

媒体の故障等によりデータ消去ができない場合には磁気破壊又は物理的破壊により確実

に廃棄処分を行うことで代替しなければならない。いずれの場合も、その結果を書面に

て証明しなければならない。 

（機密の保持） 

第１５条 乙及び技術員は、この契約の履行に際し知り得た秘密を外部に漏らし又は他の

目的に利用してはならない。 



 

２ 前項の規定は、本契約終了後も有効とする。 

 （保険） 

第１６条 乙は、契約の履行に際し必要な保険を乙の費用で付保する。 

（権利の譲渡禁止） 

第１７条 甲及び乙は、互いに相手方の事前の書面による同意なくして、本契約上の地位

を第三者に承継させ、又は本契約から生じる権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲

渡し、引き受けさせ若しくは担保に供してはならない。 

 （個人情報取扱特記事項の遵守） 

第１８条 乙は、保守業務の履行に当たっては、別記１の個人情報取扱特記事項を遵守し

なければならない。 

２ 甲は、乙が前項の規定に違反して個人情報の取扱いをしていると認めたときは、乙の

名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者並びに当該違反事実の公表をすることがで

きる。 

 （和歌山市情報セキュリティポリシーの遵守） 

第１９条 乙は、保守業務の履行に当たっては、和歌山市情報セキュリティポリシー（以

下「ポリシー」という。）を遵守しなければならない。 

２ 乙は、この契約による事務を履行するに当たり、ポリシーで規定する重要情報資産を

取り扱う際には、当該情報が個人情報に該当しない場合においても、個人情報とみなし

て前条第１項に規定する別記１の個人情報取扱特記事項を遵守すること。 

３ 甲は、乙が第１項及び前項の規定に違反して重要情報資産の取扱いをしていると認め

たときは、前条第２項の規定を準用する。  

 （管轄裁判所） 

第２０条 この契約に際し、甲と乙の間で訴訟の必要が生じた場合は、和歌山市を管轄す

る裁判所を第１審の管轄裁判所とする。 

（疑義等の決定） 

第２１条 この契約に定めのない事項及び疑義が生じた事項については、甲及び乙が協議

して定めるものとする。 

 上記契約を証するため、この契約書２通を作成し、甲乙双方記名押印の上、それぞれ１

通を保有する。 

   令和  年  月  日 

                    甲 和歌山市七番丁２３番地 

                      和歌山市 

                      和歌山市長 尾 花 正 啓 

                    乙  

 

 



 

別記１              個人情報取扱特記事項  

（基本的事項） 

第１ この契約により、和歌山市（以下「甲」という。）から事務の委託を受けたもの（以

下「乙」という。）は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理す

るための個人情報の取扱いに当たっては、個人情報の保護に関する法律その他個人情報

に関する法令等を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正

に取り扱わなければならない。  

（従事者等の明確化） 

第２ 乙は、この契約に係る事務の管理責任者及び事務に従事する者（以下「この契約に

係る事務に従事する者等」という。）並びにこの契約に係る個人情報を取り扱う場所（以

下「作業場所」という。）を明確にし、甲から求めがあったときは、甲に報告しなければ

ならない。 

（適正な管理） 

第３ 乙は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、改ざん、滅失、毀損その他の

事故を防止するため、個人情報の取扱いをこの契約に係る事務に従事する者等に限定し、

次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

（１）この契約に係る事務を処理するために甲から貸与を受けた、又は乙が収集し、複製

し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等（以下「個人情報が記録された資料

等」という。）について、甲から求めがあったときは、記録を作成すること。 

（２）個人情報が記録された資料等は、この契約に係る事務に従事する者等以外の者が利

用できないよう、施錠等管理すること。 

（３）その他個人情報の管理のために必要な措置を講じること。 

（教育の義務） 

第４ 乙は、この契約に係る事務に従事する者等に対し、この特記事項の遵守に必要なこ

と、個人情報の違法な利用及び提供に対して罰則が適用されること等個人情報の保護に

関して必要な教育を行わなければならない。  

（秘密の保持） 

第５ 乙は、この契約に係る事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせてはならない。

この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

（受託目的以外の利用等の禁止）  

第６ 乙は、この契約に係る個人情報を当該事務以外の目的に利用し、又は第三者に提供

してはならない。ただし、甲の書面による承諾をあらかじめ得た場合又は甲の指示があ

った場合は、この限りでない。  

（複写又は複製の禁止） 

第７ 乙は、この契約に係る事務を処理するに当たって、甲から貸与された個人情報が記

録された資料等を複写し、又は複製してはならない。ただし、甲の書面による承諾をあ



 

らかじめ得た場合又は甲の指示があった場合は、この限りでない。  

（持ち出しの禁止） 

第８ 乙は、この契約に係る事務を処理するに当たって、作業場所から個人情報を持ち出

してはならない。ただし、業務上、やむを得ず、持ち出しするときは、甲の承認を得た

上で、書面に記録するものとする。  

（再委託の禁止）  

第９ 乙は、この契約による事務に係る個人情報の処理を自ら行うものとし、第三者にそ

の処理を委託してはならない。ただし、甲の書面による承諾をあらかじめ得た場合は、

この限りではない。その際は、乙の責任において、再委託者にこの特記事項の規定を遵

守させなければならない。 

２ 前項の規定は、再委託者が乙の子会社（会社法（平成１７年法律第８６号）第２条第

１項第３号に規定する子会社をいう。）である場合も、同様とする。 

（資料等の返還又は廃棄） 

第１０ 乙は、個人情報が記録された資料等を、この契約が終了し、又は解除された後速

やかに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その

指示に従うものとする。 なお、甲の指示により、個人情報が記録された資料等を廃棄す

る場合は、復元不可能な方法で確実に廃棄処分を行い、その結果を書面により証明しな

ければならない。  

（報告又は資料の提出） 

第１１ 甲は、個人情報を保護するために必要な限度において、乙に対し、個人情報の管

理状況の履行について書面で報告を求めること及び乙の作業場所への立入調査ができる

ものとし、乙は、甲から改善を指示された場合には、その指示に従わなければならない。 

（事故発生時の報告義務） 

第１２ 乙は、個人情報の漏えい、改ざん、滅失、毀損その他の事故が生じた場合に備え、

甲に対し、速やかに報告できる緊急時の連絡体制を整備しなければならない。また、事

故が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、速やかに、次に掲げる事項を

遵守しなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。   

（１）直ちに被害を最小限に抑えるための措置を講じ、甲に報告すること。  

（２）当該事故の原因を分析すること。  

（３）甲の求めに応じて、当該事故の再発防止策を実施すること。  

（４）甲の求めに応じて、当該事故の記録を書面で提出すること。  

（漏えい等が発生した場合の責任） 

第１３ 乙は、この契約に係る個人情報の漏えい、改ざん、滅失、毀損その他の事態が発

生した場合において、その責に帰すべき理由により甲又は第三者に損害を与えたときは、

その損害を賠償しなければならない。また、甲は、必要に応じ、乙の名称、所在地及び

代表者並びに当該事故の事実を公表できるものとする。 


